
東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について（中間の

まとめ）に関するパブリックコメントの実施結果について 
 
 
１ 意見の募集方法 

（１） 意見募集期間 
平成１８年１０月１３日（金曜日）から平成１８年１０月２７日（金曜日）まで 

（２） 告知方法 
   東京都ホームページ、記者発表 
（３） 募集方法 
   電子メール、ファクシミリ、郵送 
 
２ 寄せられた意見の概要 

（１） 受付数 
電子メール ファクシミリ 郵送 合計 

４８通 ９通 ０通 ５７通 
 
（２） 意見の概要 
  ア 延べ意見数 

１３０件 
イ 主な意見の例 
○ 趣旨を盛り込んだもの 
・飼い猫の不妊・去勢手術の周知・助言の徹底をしていくことが必要 
・「動物取扱業及び大学研究機関等の犬の登録の徹底」を追加すべき 
・動物虐待・遺棄防止の周知徹底を図るため、警察等との連携が必要 
・動物取扱業の監視指導強化のため担当職員の専門的知識を高めるべき 
・災害時に備えて、実験動物を扱う施設の場所や、動物種、頭数把握が必要 
・「実験動物の福祉の為、３Ｒの普及啓発」を追加すべき 

○ すでに本文に趣旨が含まれているもの 
・子猫を飼養可能なボランティア団体との協力によって譲渡拡大を図っていくこと 
・首輪、鑑札、迷子札、マイクロチップなどの個体識別ができるような対策を施すこと 

○ 趣旨を取り入れられないもの 
・マイクロチップ挿入の義務化を追加すべき 
・動物の致死処分数の減少ではなく「殺処分ゼロ」を目標とすべき 
・猫の登録義務化 

資料２ 



は
じ

め
に

～
中

間
の

ま
と

め
に

あ
た

っ
て

 

該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

全
体
 

こ
の
中
間
と
り
ま
と
め
が
、
都
の
動
物
愛
護
管
理
推
進
計
画
に
反
映
さ
れ
る
旨
を
明
記
す
べ

き
。
 

答
申
「
は
じ
め
に
」
及
び
第
３
に
お
い
て
明
記
し
ま
す
。
 

1 

 
 

 
 

（
小

計
）
 

1
 

第
１

 
動

物
飼

養
の

現
状

と
社

会
状

況
 

該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

4 
「
幼
齢
動
物
（
生
後
三
ヶ
月
未
満
の
犬
、
ね
こ
等
）
の
展
示
販
売
を
禁
止
す
る
。
」
を
追
加

す
べ
き
。
 

幼
齢
動
物
の
週
齢
を
具
体
的
に
明
記
す
る
こ
と
は
、
国
等
の
動
向
を
踏
ま

え
た
将
来
的
な
課
題
で
あ
る
た
め
追
加
の
必
要
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
 

1 

４
 

○
５
 

「
ま
た
，
都
の
動
物
愛
護
相
談
セ
ン
タ
ー
等
に
も
、
悪
質
な
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
に
対
す
る
改

善
指
導
を
求
め
る
要
望
等
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
「
第
２
－
３
」
に
追
加
し
ま
す
。
 

2 

６
 

○
２
 

６
を
「
動
物
実
験
施
設
・
実
験
動
物
生
産
業
者
の
現
状
分
析
」
に
修
正
し
、
 

「
７
 
動
物
愛
護
管
理
法
の
改
正
」
を
下
記
の
と
お
り
追
加
す
べ
き
。
 

…
…
改
正
内
容
は
、
都
条
例
の
規
定
と
同
様
の
仕
組
み
に
加
え
、
動
物
取
扱
業
及
び
特
定
動

物
飼
養
の
規
制
の
強
化
＜
動
物
実
験
の
福
祉
の
３
Ｒ
（
使
用
数
の
削
減
、
代
替
、
苦
痛
の
軽

減
）
＞
等
を
法
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
動
物
の
愛
護
と
管
理
を
よ

り
適
正
に
行
う
た
め
の
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
 

動
物
実
験
施
設
の
現
状
に
つ
い
て
は
「
第
２
－
７
」
の
中
で
言
及
し
ま
す
。  

御
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
動
物
愛
護
管
理
法
の
改
正
の
概
要
を
追
加

し
ま
す
。
 

1 

 
 

 
 

（
小

計
）
 

4
 

第
２

 
動

物
愛

護
管

理
行

政
の

現
状

 

該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

３
 

○
１
 

「
悪
質
な
動
物
取
扱
業
に
対
し
て
は
再
三
、
監
視
指
導
を
行
う
も
、
な
か
な
か
こ
れ
を
応
じ

な
い
業
者
も
お
り
、
対
策
に
苦
慮
し
て
い
る
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
記
述
を
修
正
し
ま
す
。
 

2 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

３
 

○
２
 

「
劣
悪
業
者
の
状
況
の
改
善
に
は
監
視
指
導
で
は
限
界
の
あ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
数

多
く
の
苦
情
や
通
報
に
対
し
て
も
、
対
処
し
き
れ
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
。
」
を
追
加
す
べ

き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
記
述
を
修
正
し
ま
す
。
 

1 

５
 

動
物
愛
護
推
進
員
の
選
考
方
法
に
、
公
募
と
推
薦
の
２
つ
が
あ
る
こ
と
も
明
記
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
記
述
を
修
正
し
ま
す
。
 

1 

５
 

公
募
に
よ
っ
て
委
嘱
さ
れ
た
推
進
員
と
、
推
薦
に
よ
っ
て
委
嘱
さ
れ
た
推
進
員
の
あ
い
だ
で

活
動
実
績
に
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
も
比
較
検
討
す
べ
き
。
 

計
画
策
定
の
中
で
検
討
す
る
内
容
で
あ
り
、
追
加
す
る
必
要
は
な
い
と
考

え
ま
す
。
 

1 

５
○
２
 

 
「
…
…
＜
委
嘱
内
容
が
具
体
的
で
な
い
た
め
に
、
＞
個
人
の
取
組
姿
勢
や
区
市
町
村
の
支

援
体
制
の
多
少
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
り
…
…
」
と
＜
＞
内
を
追
加
修
正
す
べ
き
。
 

委
嘱
内
容
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
た
め
、
追
加
修
正
の
必
要
は
な
い
と
考

え
ま
す
。
 

1 

７
（
２
）
 

「
災
害
発
生
時
に
お
い
て
、
動
物
の
多
頭
飼
育
施
設
、
動
物
実
験
施
設
等
が
損
壊
し
た
場
合

は
、
地
域
住
民
及
び
周
辺
環
境
に
多
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
所
在

や
実
態
は
把
握
で
き
て
い
な
い
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
記
述
を
追
加
し
ま
す
。
 

2 

７
（
２
）
 

「
飼
い
主
は
ペ
ッ
ト
に
、
首
輪
、
鑑
札
、
迷
子
札
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
な
ど
の
個
体
識
別
が

容
易
に
で
き
る
よ
う
な
対
策
を
施
す
こ
と
。
」
と
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
現
状
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
追
加
の

必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

７
（
２
）
 

「
災
害
時
、
避
難
所
で
の
ペ
ッ
ト
の
居
場
所
の
確
保
に
努
め
る
。
」
 

「
フ
ー
ド
、
ケ
ー
ジ
の
備
蓄
に
取
り
組
む
。
」
 

「
仮
設
住
宅
、
被
災
者
住
宅
で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
養
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
。
」
 

を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
現
状
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
追
加
の

必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

 
 

 
 

（
小

計
）
 

1
0
 

第
３

 
動

物
愛

護
推

進
総

合
基

本
計

画
の

達
成

状
況

 

該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

○
２
 

「
概
ね
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
」
を
「
成
果
を
あ
げ
る
べ
く
、
警
察
、
消
防
等
と
の
連
携
、

協
働
の
強
化
が
急
務
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

第
３
で
は
達
成
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
た
め
、
修
正
の
必
要
は
な
い

も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

 
 

 
 

（
小

計
）
 

1
 



第
４

 
東

京
都

に
お

け
る

今
後

の
動

物
愛

護
管

理
行

政
の

方
向

 

該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

◆
 

「
家
族
の
一
員
」
と
あ
る
が
実
際
に
は
「
家
族
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
動
物
も
多
い
の

が
現
状
。
動
物
を
物
と
し
て
で
な
く
、
命
あ
る
家
族
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
が
当
た
り
前
の
よ

う
に
す
る
べ
き
。
 

動
物
に
関
す
る
社
会
の
変
遷
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
修
正
の
必
要
は
な

い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

◆
 

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
も
立
証
さ
れ
た
よ
う
に
人
と
動
物
の
共
生
は
過
去
10
年
 を
境
に

著
し
く
変
化
し
、
動
物
に
よ
り
支
え
ら
れ
る
人
、
特
に
単
身
生
活
者
に
と
っ
て
は
無
二
の
存

在
と
も
い
え
る
状
況
で
あ
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

明
確
な
根
拠
が
な
い
た
め
、
追
加
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

◆
 

○
２
 

「
ペ
ッ
ト
動
物
が
単
な
る
愛
玩
の
対
象
か
ら
」
を
「
愛
護
動
物
が
、
単
な
る
愛
玩
の
対
象
と

な
る
に
限
ら
ず
、
一
義
的
に
命
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

東
京
都
動
物
愛
護
推
進
総
合
基
本
計
画
（
ハ
ル
ス
プ
ラ
ン
）
策
定
当
時
の

こ
と
の
説
明
な
の
で
修
正
で
き
ま
せ
ん
。
 

1 

◆
○
２
 

「
あ
る
い
は
「
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
」
を
「
あ
る
い
は
「
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
」

と
し
、
人
の
た
め
に
働
き
、
人
の
役
に
立
つ
離
脱
有
体
物
と
し
て
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

東
京
都
動
物
愛
護
推
進
総
合
基
本
計
画
（
ハ
ル
ス
プ
ラ
ン
）
策
定
当
時
の

こ
と
の
説
明
な
の
で
修
正
で
き
ま
せ
ん
。
 

1 

◆
 

○
４
 

「
今
後
と
も
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
」
に
「
今
後
と
も
高
ま
っ
て
い
く
こ
と

が
予
測
さ
れ
、
一
義
的
に
命
あ
る
も
の
で
あ
る
動
物
と
人
と
の
極
め
て
適
切
な
関
係
づ
く
り

や
、
生
態
を
繰
り
返
す
動
物
と
自
然
や
環
境
保
全
の
過
大
を
広
げ
て
い
る
。
」
を
追
加
す
べ

き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
人
と
動
物
と
の
調
和
の
と
れ
た
共
生
社
会
を
目
指
す

原
文
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
追
加
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま

す
。
 

1 

◆
 

○
１
２
 

「
発
展
の
連
鎖
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
「
発
展
の
連
鎖

を
つ
く
り
出
し
て
い
く
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、愛
護
動
物
を
単
に
愛
玩
や
、

人
の
た
め
に
働
き
人
の
役
に
立
つ
有
体
物
と
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
人
と
動
物
と
環
境
と

の
適
切
な
関
係
づ
く
り
を
次
世
代
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
追
加
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

１
 

○
３
 

動
物
取
扱
業
へ
の
監
視
指
導
以
上
に
、
立
ち
入
り
調
査
や
勧
告
等
を
強
化
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
「
第
４
－
２
」
に
お
い
て
本
文
中
に
含
ま
れ
て
い
る
た

め
修
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

１
 

○
３
 

「
中
で
も
、
都
が
重
点
的
に
対
応
す
べ
き
は
、
施
設
数
の
増
加
と
業
態
の
多
様
化
が
見
ら
れ

る
動
物
取
扱
業
へ
の
監
視
指
導
や
、
人
材
の
養
成
を
行
っ
て
い
る
施
設
へ
の
支
援
、
＜
動
物

実
験
施
設
・
実
験
動
物
生
産
業
者
な
ど
の
実
態
把
握
＞
、
あ
る
い
は
動
物
由
来
感
染
症
へ
の

対
応
な
ど
、
広
域
性
・
専
門
性
の
観
点
か
ら
の
取
組
が
要
求
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。
」
と
、

＜
＞
内
を
追
加
す
べ
き
。
 

動
物
実
験
施
設
の
飼
養
状
況
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
「
第
４
－
２
（
２
）
」

に
お
い
て
追
加
し
ま
す
。
 

1 

１
 

○
３
 

「
悪
質
ブ
リ
ー
ダ
ー
や
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
の
規
制
強
化
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
追
加
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
 

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
挿
入
の
義
務
化
を
追
加
す
べ
き
。
 

個
体
識
別
措
置
は
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
に
限
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
マ

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
み
の
義
務
化
を
記
述
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え

ま
す
。
 

1 

２
 

「
譲
渡
と
保
護
の
た
め
の
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

現
在
の
業
務
の
中
で
も
実
施
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
追
加
の
必
要
は
な

い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
 

「
（
６
）
動
物
実
験
施
設
・
実
験
動
物
生
産
業
者
に
対
す
る
実
態
把
握
。
 

（
施
策
の
方
向
）
 

・
動
物
実
験
施
設
・
実
験
動
物
生
産
業
者
に
対
す
る
届
出
制
 

・
使
用
数
・
販
売
数
の
統
計
調
査
 

・
動
物
実
験
の
３
Ｒ
（
使
用
数
削
減
、
代
替
、
苦
痛
の
軽
減
）
に
つ
い
て
の
普
及
」
 

を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
の
う
ち
、
基
準
の
普
及
啓
発
に
つ
い
て
は
２
（
２
）
で
追

加
し
ま
す
。
 

1 

２
 

「
（
６
）
動
物
愛
護
法
を
機
能
さ
せ
る
為
、
警
察
へ
の
指
導
・
普
及
啓
発
の
強
化
」
を
追
加

す
べ
き
。
 

動
物
愛
護
管
理
法
の
施
行
は
警
察
だ
け
で
な
く
広
く
関
係
局
と
の
連
携

が
必
要
で
あ
り
、
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
追
加
は
必

要
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

2 

２
 

「
（
７
）
実
験
動
物
の
福
祉
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
、
基
準
の
普
及
啓
発
と
し
て
２
（
２
）
で
追
加
し
ま
す
。 

2 

２
 

「
実
験
動
物
の
福
祉
の
為
、
３
Ｒ
の
推
進
の
徹
底
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

１
 
第
三
者
に
よ
る
査
察
制
度
の
導
入
 

２
 
３
R
推
進
（
苦
痛
軽
減
、
頭
数
削
減
、
代
替
法
へ
の
転
換
）
 

御
指
摘
の
趣
旨
の
う
ち
、
普
及
啓
発
に
つ
い
て
は
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
 

3 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

２
 

「
（
６
）
実
験
動
物
の
福
祉
の
推
進
 

今
年
6
月
施
行
の
改
正
動
物
愛
護
管
理
法
で
、
動
物
を
科
学
上
の
利
用
に
供
す
る
場
合
の
３

Ｒ
原
則
（
苦
痛
の
軽
減
、
数
の
削
減
、
代
替
法
使
用
）
へ
の
配
慮
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
鑑

み
、
以
下
の
点
を
推
進
ま
た
は
検
討
す
る
。
 

○
環
境
省
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
動
物
実
験
施
設
/実
験
動
物
生
産
施
設
に
対
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
に
よ
る
実
態
調
査
（
法
律
や
基
準
の
遵
守
状
況
等
）
。
 

○
東
京
都
動
物
愛
護
管
理
審
議
会
の
配
下
に
３
Ｒ
推
進
の
た
め
の
専
門
委
員
会
を
設
置
し
、

施
設
に
対
す
る
実
態
把
握
や
普
及
啓
発
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
 

○
動
物
実
験
施
設
関
係
者
か
ら
の
実
験
動
物
福
祉
改
善
に
関
す
る
相
談
窓
口
と
し
て
動
物
愛

護
推
進
員
/動
物
愛
護
担
当
職
員
を
活
用
。
 

○
動
物
実
験
施
設
に
対
す
る
普
及
啓
発
（
法
律
、
基
準
、
３
Ｒ
等
）
に
動
物
愛
護
推
進
員
/

動
物
愛
護
担
当
職
員
を
活
用
。
 

○
上
記
に
あ
た
り
、実
験
動
物
に
関
す
る
知
識
や
経
験
を
有
す
る
動
物
愛
護
推
進
員
/動
物
愛

護
担
当
職
員
の
積
極
採
用
。
」
 

を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
の
う
ち
、
普
及
啓
発
に
つ
い
て
は
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
 

1 

２
 

「
猫
の
登
録
義
務
化
、
無
責
任
な
飼
い
主
の
規
制
強
化
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

現
状
で
は
、
登
録
義
務
化
よ
り
も
、
室
内
飼
養
・
個
体
識
別
・
不
妊
去
勢

の
３
原
則
の
強
化
に
よ
り
、
飼
い
主
の
社
会
的
責
任
を
徹
底
す
る
こ
と
が

重
要
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
１
）
 

「
適
正
飼
養
の
普
及
啓
発
の
強
化
」
「
犬
の
登
録
・
狂
犬
病
予
防
注
射
接
種
率
の
向
上
」
に

つ
い
て
具
体
的
な
方
法
を
追
加
す
べ
き
。
 

「
適
正
飼
養
の
普
及
啓
発
の
強
化
」
「
犬
の
登
録
・
狂
犬
病
予
防
注
射
接

種
率
の
向
上
」
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
普
及
啓
発
の
実
施
な
ど
、
具
体
的

な
施
策
を
追
加
し
て
記
述
し
ま
す
。
 

1 

２
（
１
）
 

「
去
勢
避
妊
の
徹
底
を
含
む
、
適
正
飼
養
の
普
及
啓
発
強
化
や
犬
の
登
録
・
狂
犬
病
予
防
接

種
率
の
向
上
な
ど
に
よ
る
飼
い
主
の
社
会
的
責
任
の
徹
底
」
に
修
正
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
事
項
の
う
ち
、
不
妊
去
勢
手
術
に
つ
い
て
は
追
加
し
ま
す
。
そ

の
他
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
追
加
の
必
要
は
な
い
と
考

え
ま
す
。
 

3 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

２
（
１
）
 

「
犬
や
猫
を
病
気
か
ら
守
り
、
ま
た
ケ
ン
カ
な
ど
に
よ
る
怪
我
の
防
止
、
逸
走
防
止
、
咬
傷

事
故
防
止
の
た
め
に
も
去
勢
・
避
妊
を
推
進
す
る
。
」
「
適
正
な
体
格
や
清
潔
な
状
態
を
保

て
る
よ
う
に
世
話
を
す
る
よ
う
指
導
す
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

不
妊
去
勢
手
術
の
必
要
性
を
は
じ
め
適
正
飼
養
の
推
進
に
つ
い
て
、
具
体

的
施
策
を
盛
り
込
み
ま
す
。
 

1 

２
（
１
）
 

「
猫
に
つ
い
て
は
、
飼
い
主
に
対
し
自
家
で
の
飼
養
が
可
能
か
、
譲
渡
先
あ
る
い
は
里
親
先

が
確
定
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
飼
い
猫
の
不
妊
・
去
勢
の
指
導
・
助
言
及
び
不
妊
・
去
勢

手
術
費
助
成
金
の
周
知
・
助
言
の
徹
底
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

不
妊
去
勢
手
術
の
必
要
性
を
は
じ
め
適
正
飼
養
の
推
進
に
つ
い
て
、
具
体

的
施
策
を
盛
り
込
み
ま
す
。
 

1 

２
（
１
）
 

○
２
 

「
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
等
の
個
体
標
識
の
装
着
」
を
「
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
ほ
か
、
鼻
紋
識
別

技
術
の
開
発
に
よ
り
多
く
の
都
民
が
容
易
に
行
え
る
個
体
識
別
に
つ
い
て
普
及
を
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

鼻
紋
識
別
は
、
現
段
階
で
は
都
民
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で
は
な
い
た

め
、
修
正
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

2 

２
（
１
）
 

（
施
策
の
方
向
）
 

「
・
猫
の
不
妊
去
勢
の
啓
発
普
及
 

・
多
頭
飼
育
施
設
（
個
人
・
業
者
と
も
に
）
に
お
け
る
周
辺
環
境
の
保
全
措
置
 

・
動
物
取
扱
業
及
び
大
学
研
究
機
関
等
の
犬
の
登
録
の
徹
底
」
 

を
追
加
す
べ
き
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
現
行
の
規
定
等
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
実
験
動

物
施
設
で
の
犬
の
登
録
の
徹
底
に
つ
い
て
は
追
加
し
ま
す
。
 

3 

２
（
１
）
 

（
施
策
の
方
向
）
 

「
適
正
飼
養
の
普
及
啓
発
強
化
の
た
め
に
も
個
体
識
別
方
法
の
確
立
と
実
施
を
基
礎
と
し

て
、
犬
の
登
録
・
狂
犬
病
予
防
接
種
率
の
向
上
な
ど
に
よ
る
飼
い
主
の
社
会
的
責
任
の
徹
底
」

と
修
正
す
べ
き
。
 

計
画
の
中
で
検
討
す
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
修
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と

考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

動
物
取
扱
業
の
具
体
的
な
倫
理
規
定
を
設
け
、
監
督
指
導
す
べ
き
。
 

現
行
の
基
準
等
を
遵
守
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
で
対
応
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
修
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

業
者
の
居
住
空
間
や
飼
育
状
況
の
QO
L
に
つ
い
て
も
監
視
し
、
売
れ
残
っ
た
動
物
の
追
跡
調

査
、
指
導
、
監
督
を
す
べ
き
。
 

現
行
の
基
準
等
を
遵
守
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
で
対
応
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
修
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

「
動
物
取
扱
業
の
“
登
録
の
拒
否
”
は
も
と
よ
り
“
登
録
の
取
り
消
し
”
を
積
極
的
に
行
う

こ
と
で
公
益
性
を
追
求
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
修
正
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

3 

２
（
２
）
 

「
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
の
幼
齢
動
物
の
展
示
販
売
な
ど
を
規
制
し
過
剰
な
供
給
・
生
産
状
態

を
改
善
し
て
い
く
よ
う
指
導
す
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

展
示
販
売
等
の
規
制
は
国
の
動
向
を
踏
ま
え
た
将
来
的
な
課
題
で
あ
る

た
め
、
追
加
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

２
（
２
）
 

「
○
安
易
な
動
物
飼
養
と
飼
養
放
棄
防
止
の
た
め
、
動
物
の
店
頭
販
売
を
規
制
し
て
い
く
こ

と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

展
示
販
売
等
の
規
制
は
国
の
動
向
を
踏
ま
え
た
将
来
的
な
課
題
で
あ
る

た
め
、
追
加
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

「
○
適
切
な
動
物
管
理
と
、
地
域
で
育
成
さ
れ
て
い
る
動
物
種
や
頭
数
把
握
の
た
め
、
商
業

動
物
や
実
験
動
物
の
施
設
へ
の
立
ち
入
り
調
査
や
、
実
態
把
握
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

す
べ
て
の
施
設
へ
の
立
入
り
調
査
に
よ
っ
て
動
物
種
や
頭
数
把
握
を
す

る
こ
と
は
困
難
と
考
え
ま
す
が
、
実
験
動
物
の
状
況
の
把
握
に
つ
い
て
は

追
加
し
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
１
 

「
家
族
の
一
員
、
地
域
の
一
員
と
な
る
動
物
を
」
を
「
人
の
役
に
立
ち
人
の
た
め
に
働
く
動

物
を
扱
い
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

基
本
的
考
え
方
に
関
連
し
た
表
現
で
あ
る
た
め
、
修
正
の
必
要
は
な
い
も

の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
１
 

「
送
り
出
す
と
同
時
に
、
」
を
「
送
り
出
す
と
同
時
に
、
本
法
に
よ
り
所
有
者
共
通
の
犬
及

び
ね
こ
の
繁
殖
制
限
の
ほ
か
、
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
「
適
正
な
飼
養
」
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
修

正
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
２
 

「
…
…
都
は
、
＜
登
録
の
拒
否
・
取
り
消
し
な
ど
に
よ
っ
て
、
＞
不
適
正
事
業
者
の
排
除
を

確
実
に
行
う
と
と
も
に
、
…
…
」
と
、
＜
＞
内
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
追
加
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
２
 

「
ペ
ッ
ト
販
売
業
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
取
扱
業
」
の
後
に
、
「
や
、
事
業
主
で
も
あ
る
獣

医
師
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

動
物
病
院
等
は
、
法
の
規
制
の
範
囲
で
は
な
い
た
め
追
加
の
必
要
は
な
い

も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
２
 

「
事
業
者
が
そ
の
責
任
を
適
切
に
果
た
し
て
い
く
よ
う
、
」
の
後
に
「
愛
護
動
物
の
展
示
販

売
規
制
な
ど
も
含
め
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

事
業
者
に
現
在
の
基
準
を
適
切
に
遵
守
さ
せ
る
よ
う
監
視
指
導
を
強
化

す
る
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
た
め
、
新
た
な
規
制
を
追
加

す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
２
 

「
庁
内
関
係
局
の
連
携
」
を
、
「
庁
内
関
係
局
、
警
察
庁
、
消
防
庁
等
の
連
携
」
と
修
正
す

べ
き
。
 

記
述
を
「
関
係
局
」
に
修
正
し
ま
し
た
。
警
視
庁
、
消
防
庁
は
関
係
局
に

含
ま
れ
る
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
２
 

「
監
視
指
導
を
強
化
」
を
、
「
監
視
指
導
、
取
り
締
ま
り
を
強
化
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
修
正
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
 

○
３
 

「
事
業
者
団
体
へ
の
支
援
」
を
「
事
業
者
団
体
へ
の
規
制
の
基
準
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

規
制
は
業
者
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
団
体
に
対
し
て
は
自
主
的
取
組

を
支
援
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
修
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え

ま
す
。
 

1 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

２
（
２
）
 

（
施
策
の
方
向
）
 

「
・
動
物
取
扱
業
の
遵
守
基
準
の
周
知
徹
底
 

・
悪
質
な
動
物
取
扱
業
に
対
す
る
立
ち
入
り
調
査
の
実
施
 

・
行
政
の
改
善
勧
告
、
命
令
に
従
わ
な
い
業
者
の
登
録
取
り
消
し
」
 

を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
事
項
は
法
令
で
規
定
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
追
加
の
必

要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

2 

２
（
２
）
 

（
施
策
の
方
向
）
 

「
動
物
取
扱
業
の
監
視
指
導
強
化
や
資
質
の
向
上
な
ど
に
よ
る
事
業
者
の
社
会
的
責
任
の
徹

底
追
及
の
た
め
に
東
京
都
担
当
職
員
の
専
門
的
知
識
を
高
め
、
人
員
の
確
保
を
す
る
こ
と
」

と
修
正
す
べ
き
。
 

「
職
員
の
専
門
的
知
識
を
高
め
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
趣
旨

を
踏
ま
え
た
記
述
を
追
加
し
ま
す
。
 

1 

２
（
２
）
（
施
策
の

方
向
）
 

「
・
動
物
取
扱
業
の
遵
守
基
準
の
周
知
徹
底
・
悪
質
な
動
物
取
扱
業
に
対
す
る
立
ち
入
り
調

査
の
実
施
・
行
政
の
改
善
勧
告
、
命
令
に
従
わ
な
い
業
者
の
登
録
取
り
消
し
・
登
録
取
り
消

し
後
も
営
業
を
続
け
て
い
る
業
者
の
刑
事
告
発
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
事
項
は
法
令
で
規
定
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
追
加
の
必

要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
３
）
 

○
１
 

「
都
は
、
区
市
町
村
の
動
物
愛
護
管
理
事
務
担
当
者
に
対
し
て
」
を
「
都
は
、
区
市
町
村
の

動
物
愛
護
管
理
事
務
担
当
者
、
及
び
警
察
署
員
や
消
防
署
員
に
対
し
て
」
と
修
正
す
べ
き
。
 
区
市
町
村
支
援
の
内
容
の
た
め
修
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
３
）
 

○
５
 

「
さ
ら
に
、
人
と
動
物
と
の
」
の
後
ろ
に
「
さ
ら
に
、
人
と
動
物
と
の
適
切
な
関
係
づ
く
り

に
よ
る
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
追
加
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
３
）
 

○
５
 

「
…
学
校
教
育
の
場
」
に
「
特
に
、
小
中
学
校
で
の
教
育
の
場
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
追
加
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
３
）
 

○
５
 

「
都
は
、
講
師
の
要
請
や
教
育
関
係
者
へ
の
動
物
飼
養
の
知
識
の
普
及
な
ど
」
に
「
動
物
の

生
態
・
扱
い
に
熟
知
し
た
獣
医
師
な
ど
専
門
家
を
教
育
現
場
に
派
遣
し
て
生
徒
児
童
に
動
物

の
飼
養
、
生
態
、
知
識
の
普
及
な
ど
、
活
動
へ
の
支
援
を
積
極
的
に
行
う
」
と
追
加
す
べ
き
。  

計
画
策
定
の
際
に
検
討
す
べ
き
事
項
で
あ
る
た
め
、
追
加
の
必
要
は
な
い

も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
３
）
 

（
施
策
の
方
向
）
 

支
援
の
内
容
が
ど
の
程
度
可
能
な
の
か
を
検
討
す
べ
き
。
参
考
資
料
と
し
て
明
記
す
べ
き
。
 
具
体
的
内
容
を
追
加
し
ま
す
。
 

1 

２
（
４
）
 

「
動
物
の
致
死
処
分
減
少
の
た
め
の
仕
組
づ
く
り
」
「
新
た
な
目
標
値
の
設
定
」
に
つ
い
て

は
、
動
物
の
致
死
処
分
数
の
減
少
で
は
な
く
「
殺
処
分
ゼ
ロ
」
を
目
標
と
す
べ
き
。
 

で
き
る
限
り
致
死
処
分
数
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
取
り
組
み
ま
す
が
、

「
致
死
処
分
ゼ
ロ
」
は
実
現
の
可
能
性
の
低
い
目
標
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
 

1 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

２
（
４
）
 

「
今
後
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
力
や
普
及
啓
発
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討
し
、
譲
渡
拡
大
を
図

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
を
「
今
後
都
内
外
の
団
体
に
限
ら
ず
、
ま
た
営
利
目
的
に
限
り
必

要
最
低
限
の
飼
養
経
費
請
求
を
認
め
、
子
猫
飼
養
可
能
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
協
力
に

よ
っ
て
譲
渡
拡
大
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
修
正
す
る
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
４
）
 

「
今
後
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
力
や
普
及
啓
発
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討
し
、
譲
渡
拡
大
を
図

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
を
「
大
都
市
で
発
生
す
る
収
容
規
模
に
見
合
う
譲
渡
先
を
確
保
す

る
た
め
，
都
内
外
の
団
体
に
限
ら
ず
、
子
猫
を
飼
養
可
能
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
協
力

に
よ
っ
て
譲
渡
拡
大
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
子
猫
の
特
質
を
踏
ま
え
、
転
売
方

は
繁
殖
活
動
等
営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
を
除
き
、
譲
渡
を
目
的
と
し
、
譲
渡
可
能
な
成
長

段
階
ま
で
に
か
か
る
必
要
最
低
限
の
経
費
請
求
は
可
能
と
す
る
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
修
正
す
る
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

27
 

２
（
４
）
 

「
東
京
都
動
物
愛
護
推
進
総
合
基
本
計
画
に
お
け
る
猫
の
返
還
・
譲
渡
割
合
の
目
標
を
１

０
％
以
上
と
す
る
」
と
追
加
す
べ
き
。
 

目
標
値
に
つ
い
て
は
審
議
会
で
検
討
し
、
追
加
し
ま
す
。
 

1 

２
（
４
）
 

「
処
分
方
法
に
つ
い
て
、
麻
酔
薬
の
注
射
に
よ
る
等
、
炭
酸
ガ
ス
以
外
の
方
法
に
つ
い
て
、

動
物
に
で
き
る
だ
け
苦
痛
の
無
い
方
法
を
科
学
的
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
」
と
追
加
す
べ

き
。
 

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
処
分
は
苦
痛
の
な
い
方
法
と
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
他
の
方
法
に
つ
い
て
は
国
等
の
動
向
を
踏
ま
え
た
将
来
的
な
課

題
で
あ
る
た
め
追
加
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
４
）
 

「
犬
猫
の
収
容
施
設
の
運
営
に
、
動
物
愛
護
団
体
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
積
極
的
な
活
用
を

推
進
す
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

計
画
策
定
や
計
画
実
施
の
際
に
検
討
す
べ
き
内
容
で
あ
り
、
追
加
す
る
必

要
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
４
）
 

獣
医
師
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携
強
化
、
飼
い
主
の
モ
ラ
ル
向
上
の
た
め
の
普
及
啓
発
の

徹
底
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
修
正
す
る
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
４
）
 

「
○
動
物
虐
待
・
遺
棄
防
止
の
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
、
警
察
庁
、
消
防
庁
等
と
の
連
携
、

協
働
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
２
（
１
）
に
追
加
し
ま
す
。
 

1 

２
（
４
）
 

○
２
 

「
近
隣
他
県
と
の
連
携
な
ど
、
広
域
的
な
譲
渡
の
仕
組
み
づ
く
り
に
対
し
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
と
る
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

国
の
事
業
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
追
加
す
る
必
要
は
な
い
と

考
え
ま
す
。
 

1 



該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

２
（
４
）
 

○
２
 

「
動
物
愛
護
団
体
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
地
域
と
の
協
力
や
不
妊
手
術
や
安
楽
死
処
置
の
知

識
の
普
及
啓
発
に
よ
る
致
死
処
分
数
減
少
へ
の
取
組
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
修
正
す
る
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
５
）
 

○
１
 

「
動
物
由
来
感
染
症
へ
の
対
応
能
力
の
向
上
や
震
災
時
等
の
動
物
救
援
機
能
の
強
化
に
よ
る

都
民
と
動
物
の
安
全
確
保
の
た
め
に
東
京
都
担
当
職
員
の
専
門
的
知
識
を
高
め
、
人
員
の
確

保
を
す
る
こ
と
」
と
修
正
す
べ
き
。
 

「
職
員
の
専
門
的
知
識
を
高
め
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
趣
旨

を
踏
ま
え
て
記
述
を
修
正
し
ま
す
。
 

1 

２
（
５
）
 

○
１
 

「
そ
の
た
め
、
第
一
義
的
に
は
、
飼
い
主
が
」
を
「
動
物
の
所
有
者
や
占
有
者
な
ど
の
飼
い

主
や
取
扱
者
、
あ
る
い
は
動
物
に
接
す
る
機
会
を
持
つ
す
べ
て
の
人
々
が
」
と
修
正
す
べ
き
。  

広
義
に
は
「
飼
い
主
」
に
含
ま
れ
る
た
め
修
正
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。
 

1 

２
（
５
）
 

○
３
 

「
こ
の
た
め
、
」
と
「
平
常
時
か
ら
、
」
の
間
に
「
単
に
動
物
愛
護
管
理
法
の
み
な
ら
ず
、

災
害
基
本
法
な
ど
に
よ
る
ア
ニ
マ
ル
レ
ス
キ
ュ
ー
対
策
を
検
討
し
つ
つ
、
」
を
追
加
す
べ
き
。  

御
指
摘
の
趣
旨
は
本
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
追
加
の
必
要
は

な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
５
）
 

○
３
 

「
平
常
時
か
ら
、
」
の
後
に
「
消
防
署
員
」
を
追
加
す
べ
き
。
 

地
域
防
災
計
画
に
よ
る
連
携
機
関
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
追
加
の
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

1 

２
（
５
）
○
３
 

「
○
ま
た
、
非
常
時
の
混
乱
を
最
小
限
に
留
め
る
た
め
に
も
、
各
地
域
の
商
業
動
物
、
実
験

動
物
を
扱
う
施
設
の
場
所
や
、
動
物
種
、
頭
数
把
握
を
行
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
」
を
追

加
す
べ
き
。
 

災
害
時
の
対
策
に
つ
い
て
は
事
業
者
自
ら
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
動
物
の

頭
数
把
握
等
は
必
要
に
な
る
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
事
業
者
へ
の
普

及
啓
発
に
つ
い
て
は
盛
り
込
み
ま
す
。
 

1 

２
（
５
）
 

（
施
策
の
方
向
）
 

「
・
多
頭
飼
育
施
設
に
お
け
る
動
物
の
種
類
、
頭
数
及
び
所
在
確
認
 

・
動
物
実
験
施
設
に
お
け
る
動
物
の
種
類
、
頭
数
及
び
所
在
確
認
 

・
地
域
防
災
計
画
の
中
に
多
頭
動
物
飼
育
者
の
責
務
を
加
え
る
 

・
動
物
実
験
施
設
に
お
け
る
３
Ｒ
の
推
進
及
び
基
準
遵
守
事
項
の
点
検
 

・
産
業
動
物
施
設
の
実
態
把
握
」
 

を
追
加
す
べ
き
。
 

災
害
時
の
対
策
に
つ
い
て
は
事
業
者
自
ら
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
動
物
の

頭
数
把
握
等
は
必
要
に
な
る
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
事
業
者
へ
の
普

及
啓
発
に
つ
い
て
は
盛
り
込
み
ま
す
。
 

3 

 
 

 

（
小
計
）
 

1
0
2
    



そ
の

他
の

意
見

 

該
当

箇
所

 
意

見
等

の
概

要
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

数
 

 
 

意
見
募
集
期
間
が
短
す
ぎ
る
。
 

２
週
間
の
意
見
募
集
期
間
は
一
般
的
な
募
集
期
間
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

2 

 
 

寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
公
表
し
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
か
発
表
し
て
ほ
し
い
。
 

審
議
会
資
料
と
し
て
公
表
し
ま
す
。
 

1 

 
 

最
終
案
で
も
意
見
募
集
を
し
て
都
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
民
主
的
施
策
決
定
を
し
て
ほ
し

い
。
 

最
終
案
は
審
議
会
で
審
議
し
て
公
表
し
ま
す
。
 

1 

 
 

意
見
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
新
た
な
事
項
の
追
加
や
広
く
闊
達
な
意
見
を
募
る
た
め
の
様
式

に
つ
い
て
再
検
討
し
て
ほ
し
い
。
 

現
在
の
様
式
で
広
く
意
見
を
募
集
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

1 

 
 

今
後
、
動
物
愛
護
行
政
の
充
実
の
た
め
に
予
算
と
人
員
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
動
物

取
扱
業
の
規
制
強
化
へ
の
取
り
組
み
、
さ
ら
に
は
実
験
、
産
業
を
含
む
動
物
の
多
頭
飼
育
等

に
起
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
福
祉
上
の
問
題
、
感
染
症
や
衛
生
管
理
の
分
野
に
正
面
か
ら

取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

御
指
摘
の
趣
旨
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

1 

 
 

都
民
へ
以
下
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
。
 

  
  
 ア
 
動
物
福
祉
向
上
の
為
な
ら
増
税
し
て
も
構
わ
な
い
か
？
 

  
  
 イ
 
増
税
す
る
場
合
、
税
を
ど
う
使
っ
て
欲
し
い
か
？
 

  
  
 ウ
 
動
物
行
政
担
当
職
員
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
を
ど
う
思
う
か
？
 

御
意
見
は
承
り
ま
し
た
。
 

3 

 
 

動
物
問
題
に
限
ら
ず
「
全
て
の
権
利
は
義
務
を
伴
う
」
が
法
の
基
本
。
皆
が
権
利
ば
か
り
を

主
張
し
て
い
た
の
で
は
社
会
の
秩
序
を
保
て
な
く
な
る
か
ら
。
そ
う
い
う
認
識
の
も
と
に
動

け
ば
不
良
飼
い
主
（
業
者
・
一
般
を
問
わ
ず
）
の
身
勝
手
な
言
い
分
に
妥
協
し
な
く
て
済
む

こ
と
を
行
政
官
も
認
識
し
て
欲
し
い
。
 

御
意
見
は
承
り
ま
し
た
。
 

3 

 
 

 
 

（
小
計
）
 

1
2
 

 
 

 
 

 
 

（
総
計
）
 

1
3
0
 

 


